
平成 24年 2月 27日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 山鹿市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：山鹿市社会福祉協議会  

委託内容：地域実態把握事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域実態把握事業 

ア）民生委員等からの情報に基づき、成年後見制度の活用が必要と思われる

市民について、相談対応や訪問等による実態把握を行う。 

イ）把握した実態に基づき、成年後見等に関する地域の課題を明確化する。 

ウ）地域の課題に合った市民後見人の活動内容等について検討する会議の開

催（5回/年） 

【検討会構成メンバー】 

市、社会福祉協議会、医師、弁護士、司法書士、学識経験者、福祉施設代表 

三障害相談員、社会福祉協議会理事等 

【検討内容】  

・やまが成年後見センターに寄せられる相談や訪問による実態把握の内容に 

ついて 

・やまが成年後見センターで受任するケースの状況について 

・地域福祉権利擁護事業での支援状況について 

・市民後見人の役割について 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

H23年 6月より毎月実態把握調査の実施 

H23年 7月 28日 第 1回検討委員会 

   8月 22日 第 2回検討委員会 

   8月 30日 第 3回検討委員会 

10月 13日 第 4回検討委員会 

   11月 10日 第 5回検討委員会 

      12月 6日 第 6回検討委員会 

 

備      考 

 

当市においては、社会福祉協議会に「成年後見センター」を設立しており、

同センターにおいて法人後見を行っている。今年度より市民後見人を養成

し、成年後見センターと協力しながら後見に取り組む体制づくりをめざして

いる。 

 

別添 


